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平成２５年度 第２回 函館市恵山地域審議会会議録 

開催日時  平成２５年１０月２９日 火曜日 １０時２５分～１２時０５分 

開催場所  函館市恵山支所 ２階 大会議室 

内  容 議 題 

（１）報告事項 

①前回の意見等の集約結果と取組状況について 

 （２）協議事項 

    ①平成２６年度地域別事業計画（案）について 

②合併建設計画の変更について 

③地域振興全般に関する意見交換 

 ・地域会館について 

（３）その他 

①公共交通のあり方について 

②函館国際水産・海洋都市構想の取り組み状況について 

③高齢者等入浴優待事業について 

出席委員 東福洲二 会長  及川良子 副会長  澤田省三 委員  横手義孝 委員 

小田 昭 委員  大吉良吉 委員  田中麗子 委員  斉藤勝昭 委員 

藤谷奈保子 委員 伊勢英男 委員  鳴瀬道幸 委員  相澤洋子 委員 

                          （計１２名） 

欠席委員 二本柳暁臣 委員 上見孝男 委員  蔦 佳宏 委員   （計 ３名） 

報道関係 なし 

事務局 

出席者 

職氏名 

坂野 昌治 恵山支所長 

川口  悟 恵山支所地域振興課長 

外山  覚 恵山支所市民福祉課長 

大野 孝悦 恵山支所産業建設課長 

吉田 修一 函館恵山病院事務長 

佐藤 孝芳 恵山教育事務所長 

中村 誠二 恵山支所地域振興課主査 

松本 光隆 恵山支所地域振興課主査 

河上 拓巳 恵山支所地域振興課主事 

成田 勝純 恵山支所地域振興課主事 

（企 画 部） 

谷口 諭  企画部長 

湯浅 隆幸 計画推進室長 

田畑 聡文 計画推進室計画調整課長 

手塚 祐一 計画推進室政策推進課長 

本吉 勲  国際水産・海洋都市構想担当参事 

川口 洋  計画推進室計画調整課主査 

中釜 亨  計画推進室政策推進課主査 

江藤 彰洋 計画推進室計画調整課主事 

（保健福祉部） 

桐澤 睦巳 高齢者支援担当参事 

出川 英二 高齢者支援担当主査 

（計２０名） 
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１ 開 会（１０時２５分） 

川口課長 本日は，ご多用のところ，ご出席をいただき，誠にありがとうございます。

定刻前ですが，委員の皆様がおそろいですので，始めさせていただきます。 

なお，本日の会議は，地域審議会の設置に関する規程第８条第５項の定め

により，公開としております。 

川口課長 はじめに，会議の開会に当たりまして，当審議会の東福会長より，ご挨拶

をいただきたいと存じます。 

東福会長，よろしくお願いいたします。 

２ 会長あいさつ 

東福会長 皆様こんにちは。 

本格的な秋を迎え，山々の木々も紅葉して，恵山の山も錦をまとい美しい

姿を見せております。委員の皆様には，冬に備えての準備でお忙しい中お集

まりいただきまして誠にありがとうございます。 

さて，本日の審議会では，平成２６年度地域別事業計画などについてご意

見を頂く予定となっております。委員各位の忌憚のないご意見，ご提言を期

待して，開会の挨拶とさせて頂きます。 

 なお，本日は正午をめどに会議を進めて参りますので，ご協力をお願いい

たします。 

川口課長  東福会長，ありがとうございました。 

新委員紹介 

川口課長  前回の審議会終了後，一部の委員が変更となっております。 

つつじ保育園保護者の会から，田中敬希委員の後任として， 

 二本柳暁臣さんが委員に推薦されて委嘱されております。 

なお，本日は所用のため欠席されております。 

職員紹介 

川口課長  本日の審議会において説明のため，企画部と保健福祉部から職員が出席し

ておりますので，ご紹介いたします。 

 企画部 谷口部長です。 

 企画部 計画推進室 湯浅室長です。 

 企画部 計画推進室 計画調整課  田畑課長です。 

 企画部 計画推進室 政策推進課  手塚課長です。 

 企画部 国際水産・海洋都市推進室 本吉参事です。 

 保健福祉部 桐澤参事です。 
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川口課長 それでは，これより会議を進めて参りますが，進行につきましては，地域

審議会の設置に関する規程第８条第２項の規定により，会長が議長を務める

ことになってございます。東福会長よろしくお願いいたします。 

３ 出席委員の報告 

東福会長 会議次第の３ 出席委員の報告についてですが，本日の出席委員は１５人

中１２人と，過半数を超えていますので，地域審議会の設置に関する規程第

８条第３項の規定により，会議は成立しております。 

４ 議 題 

 

 

 

東福会長 

 

 

 

川口課長 

 

東福会長 

 

 

 

東福会長 

 

 

 

 

 

東福会長 

 

 

 

 

 

 

川口課長 

 

 

議題（１）報告事項 

①前回の意見等の集約結果と取組状況について 

 

それでは，議題(1)報告事項①「前回の意見等の集約結果と取組状況につ

いて」事務局から説明させます。なお，説明の際は着席のままで結構です。 

 

（説 明） 

前回の意見等の集約結果と取組状況について（資料１） 

 

ただいまの説明について，何かご質問・ご意見等あればお願いします。 

 

 （委員から「なし」の声） 

 

発言がないようですので次へ進めさせていただきたいと思います。 

 

 

議題（２）協議事項 

①平成２６年度地域別事業計画（案）について 

 

それでは次に，議題(2)協議事項に入らせていただきます。 

 はじめに，①「平成２６年度地域別事業計画（案）について」事務局

から説明をお願いします。 

 

（説 明） 

 平成２６年度地域別事業計画（案）について（資料２） 

  

それでは，資料２に基づきまして，平成２６年度地域別事業計画（案）につ

いてご説明いたします。 

表紙の囲みの中に記載されておりますとおり，この資料は，合併建設計画,
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大野課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

函館市過疎地域自立促進市町村計画などをもとに，恵山支所および企画部計

画推進室計画調整課が，平成２６年度に想定されるものを掲載し示したもの

であり，要求の有無等は不確定な状態のものですが，皆さんの意見等をお聞

きしたうえで，この後，必要性・緊急度・費用対効果なども十分考慮し，本

庁の担当部局とも協議しながら要求作業を進めてまいります。 

以上の内容を踏まえて各担当課長から，恵山地域に関わる事業等につきま

して，ご説明いたします。 

はじめに，地域振興課所管の事業について説明させて頂きます。資料の４

ページをお開きください。 

「２ 安全で快適な生活環境を充実するまちづくり」の「（３）交通・情

報ネットワークの形成」のうちの「その他関連事業の推進」の恵山地域に関

わる部分の地域内交通確保対策事業についてでございます。 

この項目につきましては，地域振興課のほか，市民福祉課，恵山教育事務

所が運行管理しているものでございます。これは従来から実施しております

地域福祉バスや病院患者送迎バス，つつじ保育園園児送迎バス，小中学校の

児童・生徒のスクールバスの運行をこれまでと同様に計画しているものでご

ざいます。 

また，今回企画部から公共交通のあり方について後ほど説明が予定されて

おります。以上が地域振興課所管の項目でございます。 

続いて産業建設課長からご説明いたします。 

 

 産業建設課長の大野でございます。 

私から所管している事業についてご説明いたします。 

 1 ページを開きください。「１ 多様で力強い産業を振興するまちづく

り」の「（２）水産業の振興」の中の「漁場の造成」の項目に２点ござい

ます。水産環境整備事業についてですが，北海道が事業主体で国の補助を

受けて実施している事業でございます。地元漁協の要望を受けまして昨年

度からウニ礁の設置を計画し，平成２６年度も継続して事業を実施する予

定でございます。実施予定地区は，女那川町の地先でございます。 

次に漁村再生交付金事業ですが，コンブ礁設置事業でございます。これ

につきましては，まだ未確定な部分もありまして，実施につきましては前

向きに北海道と協議しておりますが，まずはウニ礁の設置を実施した後に

継続して実施するという方向で進めております。コンブ礁の計画につきま

しては，日浦町，豊浦町，大澗町，古武井町という要望を漁協から受けて

おります。 

 続いて「ウニ・アワビ種苗等放流」の項目に２点ございます。 

１点目がウニ種苗放流事業ですが，地元漁協からの要望を受けまして５

ミリ種苗１５０万個を生産し，前浜に放流するものです。２点目がウニ深

浅移殖放流事業ですが，これも漁協からの要望を受けて，１８５万個の成

ウニを浅い場所に移殖し，ウニの実入りをよくした上で，漁期に採捕し出
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外山課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤所長 

 

 

 

 

 

荷するものです。 

「その他関連事業の推進」の船揚場維持補修事業についてですが，これ

は地先の関連する船揚場について漁協と連携しながら基盤整備していくと

いうものでございます。 

次に，「（３）農林業の振興」の「市有林の整備」についてですが，昨

年度から継続して，市が主体となって実施していくものでございます。整

備地域は高岱町を予定しております。 

 続いて，２ページ目の「（５）観光の振興」の「各種イベントの支援」

についてですが，平成２６年度も実行委員会形式で行われる，第４６回恵

山つつじまつりや第２５回ごっこまつりなどへの補助金を予定しておりま

す。 

 ３ページ目をお開きください。「２ 安全で快適な生活環境を充実する

まちづくり」の「（２）消防・防災・生活安全の充実」の中の「小規模治

山事業」についてですが，昨年度に続きまして市が事業主体で小規模治山

事業を実施するもので，日浦町での事業を予定しております。その他記載

はございませんが，北海道が事業主体の治山事業も日浦町，豊浦町，古武

井町での事業を要望し，地元との調整の上，事業を実施していただく予定

となっております。 

 ４ページ目の「（５）生活環境の整備充実」の「公園・緑地等の整備」

のつつじ公園整備事業ですが，恵山支所が主体となってつつじ公園の草刈，

つる切り，枝払いなど整備を行いながら，公園の維持管理を行う予定でご

ざいます。以上でございます。 

 

 市民福祉課長の外山でございます。私からは市民福祉課関連の部分をご

説明いたします。 

 資料の６ページから７ページの市民生活，地域福祉に関する部分が掲載

されておりますが，全市域にわたるものということで，今後も計画してい

くという予定でございます。特に恵山地域での事業という項目はございま

せん。 

参考までに申し上げますと，６ページの「ひとり暮らし高齢者等緊急通報

システムの整備」状況でございますが，今年の４月末現在の設置件数が    

恵山地域で１４０件，９月末現在で新規設置件数が７件，撤去が８件とい

う現状になっております。以上でございます。 

 

 恵山教育事務所の佐藤でございます。恵山教育事務所の事業計画につい

てご説明いたします。 

 ７ページをご覧ください。現在予算策定中でありまして記載されている

項目につきましては，教育委員会として想定される事業計画であります。 

 恵山教育事務所所管としての事業計画は，まだ記載はしていませんが，

基本的には平成２５年度と同様に考えているところでございます。 
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吉田事務長 
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鳴瀬委員 

 

大野課長 

 

 

 

 

東福会長 

 

 

 

東福会長 

 

 

 

 

東福会長 

 

 

企画部 

谷口部長 

 

 例年通り，高齢者大学やスポーツ教室，文化祭の開催，また体育館やプ

ール，郷土博物館の開館を考えておりまして，現在予算要求書を作成して

いるところでございます。雑ぱくですが以上でございます。 

 

 恵山病院の吉田でございます。平成２６年度の恵山病院の事業計画につ

いてご説明いたします。 

 資料の５ページをご覧ください。「３ やさしさとぬくもりのあるまち

づくり」の「（１）保健・医療の推進」の中の，医療機器の購入ほかを予

定してございます。平成２６年度につきましても，今後更新時期を迎え整

備が必要となります医療機器の購入費用等を病院局と協議しながら要求し

たいと考えております。また，診療応援医師の招へい事業につきましても，

現在は整形外科が月２回，眼科も月１回診療応援に来て頂いておりますが，

平成２６年度もこれを継続していきたいと考えております。以上でござい

ます。 

 

 ありがとうございました。ただいまの説明について，ご意見ご質問等が

ございましたら発言をお願いいたします。 

 

ウニの移殖放流事業の中には，ナマコも含まれるのでしょうか。 

  

産業建設課の大野です。私のほうからご説明いたします。ウニの移殖放流

ということで，基本はウニの放流となっておりますが，作業中におきまし

ては，捕獲段階においてナマコも混じることもあり，同時に行っていると

ころでございます。 

 

ほかにございますか。 

 

   （委員から「なし」の声） 

 

発言がないようですので，次に移ります。 

 

 

②合併建設計画の変更について 

 

 それでは，協議事項の②合併建設計画の変更について，企画部から説明

をお願いいたします。 

 

それでは，私のほうから説明をさせていただきますが，お手元の資料に

「合併建設計画等の変更について（諮問）」という表題の資料がございま

すので，こちらをご覧ください。 
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その諮問書の下に２枚ものの合併建設計画の変更等についてという資料

がございます。 

まず，合併建設計画の概要についてですが，今の計画は合併前の平成１

６年４月に函館市，戸井町，恵山町，椴法華村，南茅部町で組織しました

合併協議会が作成したものでございます。 

計画の期間は，合併年度（平成１６年度）から平成２６年度までの１０

年間となっております。計画自体は基本方針と基本計画，そして財政計画

とで構成されております。 

とくに合併特例債は，この合併建設計画に基づいて整備いたします公共

施設の整備等に要する経費について，一般の起債よりも有利な起債として

活用ができるというものでございます。 

次に２の法律の改正につきましては平成２３年８月に東日本大震災によ

って被害を受けました合併市町村の実情に鑑みまして，合併特例債を起こ

すことのできる期間の特例が定められました。これにより５年間延長され

ることになったのですが，その翌年平成２４年６月に被災市町村ばかりで

はなく，その他の合併市町村も同様に期間の特例ということで延長となり

ました。これにより函館市におきましても５年間延長することが可能とな

ったものでございます。 

続きまして２ページ目ですが，その法律改正を踏まえました計画変更の

考え方ですが，市としましてはこの計画に基づくまちづくりを引き続き着

実に推進するために，計画期間を延長して今後も施設整備等に合併特例債

を活用して参りたいと考えております。実際の変更の内容につきましては，

計画期間を５年間延長しまして，期間の終わりを平成３１年度までとしま

す。それから計画の本文等はそのままでありますが，計画の中にあります

財政計画を平成３１年度までの見込みで作成したいと考えております。 

計画変更の手続きですけれども法律の規程に基づきまして，地域審議会

への諮問・答申，北海道との事前協議，最終的には議会の議決が必要とな

ります。そのまず最初の手続きとしまして，本日地域審議会長あて諮問を

させていただいたところでございます。 

次にスケジュールにつきまして，只今申し上げましたとおり，地域審議

会に対しまして諮問をさせていただきました。そしてこの諮問後の手続き

ですけれども，来年の３月には，もう一度計画の変更素案，財政計画の変

更についてお示しをさせていただきたいと考えております。 

それで，いろいろご意見をいただいた後に，来年の４月には地域審議会

の方から答申をいただきまして，その後北海道との協議を踏まえ，最終的

には９月に議会の議決を得たいと考えております。 

最後に地域審議会のあり方ということで記載をしておりますけれども，

地域審議会は，平成１６年１２月１日の合併の際に４地域に設置をさせて

いただきました。そして合併建設計画の進捗状況ですとか，それぞれの地

域の課題，まちづくりに関するいろんな意見をいただいてきたところでご
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ざいます。現在のルールでは，設置期間が平成２６年度までとなっており

ますけれども，このたび合併建設計画を延長したいということや，地域振

興に資する役割等を踏まえまして，計画の期間延長を踏まえて審議会の機

能を残していく必要があると考えております。 

私からは以上でございますが，資料の後ろに参考として合併建設計画の

執行状況としまして，平成２４年度までの実績を積み上げたものでござい

ますが，それにつきましては，担当課長の方から説明をさせていただきた

いと思います。 

 

 続きまして，合併建設計画の執行状況についてご説明申し上げます。 

 資料の説明の前に，若干経過等につきまして補足説明させていただきま

すと，合併建設計画の執行状況についてですが，３年前の地域審議会にお

きまして，計画期間１０カ年のうち平成１７年度から平成２１年度までの

前期５カ年の状況を取りまとめ，その内容をご審議いただきまして概ね着

実に進捗していると認められると，当時答申をいただいております。 

 本日お配りした資料につきましては，その後３年間，平成２４年度まで

の事業実績を追加いたしまして，合計８年間の執行状況として新たに取り

まとめたものでございます。 

 本日付けで本審議会に対しまして「合併建設計画の変更について」とい

うことで，函館市長より諮問したところでございますが，建設計画の変更

素案につきましては，次回，来年３月の地域審議会にお示しすることとし

ておりますが，先ほど企画部長から説明申し上げましたとおり，変更の内

容につきましては，計画期間を現在の計画期間の平成２６年度から５年間，

平成３１年度まで延長いたしまして，それに伴う財政計画を変更するもの

でありまして，計画書自体の文言，内容の修正を行うことはございません。

いわゆる期間の延長と，数字の変更にとどまるものでございますが，審議

会の委員の皆様の判断材料といたしまして，今後答申書へのご意見を取り

まとめていただくに際し，議論のたたき台となるよう，参考資料として本

日お配りさせていただいたものでございます。 

 内容について，簡単にご説明申し上げます。 

 １ページ目につきましては合併建設計画の執行状況ということで，文章

でいろいろと書いてございますが，書いてある内容につきましては，合併

建設計画では都市の将来像と５つの基本目標を定めております。そして旧

函館市域と東部４地域が「海」をキーワードといたしまして，都市基盤や

生活環境の整備をすすめてきており，今日では中心市街地の活性化であり

ますとか，広域観光の充実，そのようなまちづくりに取り組んでいる一方，

人口減少や高齢化による課題も抱えているところでございます。 

昨年関係法令が改正となりまして，合併特例債の起債可能期間が延長さ

れたことに伴い，市といたしましては，この起債の根拠であります合併建

設計画の計画期間を５年間延長し，今後財源の有効活用を図りながら，計
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画に掲げる主要施策を着実に推進していく考えでございます。 

なお，この計画策定時に想定していた個別の事業につきましては，その

後市の財政状況や，個別計画の見直しなどにより，中止や未着手となって

いるもの，あるいは事業量そのものが変動しているものもありまして，ま

た一方では，当初想定していなかった事業ではございますが，住民ニーズ

の多様化などによりまして，新たに取り組んでいる新規事業もございます。 

続きまして２ページ目ですが，合併建設計画の施策の体系図ということ

で，一番上の将来像から，次の５つの基本目標，そして基本目標に関わる

主要施策という構成が書かれております。 

３ページから１６ページまでには，この５つの基本目標ごとに関わる事

業の実施状況，８年間の主な事業の実施状況を記載しております。 

内容は多岐に渡ってございまして，件数も多いものですので，個々の説明

は省略させていただきます。 

 １７ページから２１ページでございますが，この過去８年間に実施した

事業のうち，東部４地域で実施した事業の状況を改めて掲載しております。 

 恵山地域におきましては，１８ページに掲載してございますので，今後

の議論の参考にしていただければと存じます。 

 最後に，２２ページでございますが，参考資料といたしまして，主要施

策ごとの実績額と割合ということで数字をお示しさせていただきました。 

 左の計画額の総額でございますが，網掛けの部分，平成１７年度から平

成２６年度の総額，Ａ欄でございます。こちらのトータルの金額が下の合

計欄２，９２１億ということでございます。この数字につきましては，合

併建設計画を策定する際に，それぞれの自治体が，総合計画等，中長期的

な計画の中で，今後１０年間行うとしておりましたハード事業やソフト事

業，病院事業，水道事業といったもの全て盛り込んだ概算事業費の積み上

げ額でございます。 

 こちらに対しまして，実績ということで，前回３年前にご報告いたしま

した５年間の数字は一番下の欄，Ｂ欄の１，１５２億ということで，先ほ

どの計画額２，９２１億に対しましての割合は，３９．４％となってござ

います。これに対しまして，さらに３年間事業を実施しておりますので，

８カ年の合計額は同じく表の下の方で，実績額としましては約１，６８２

億，計画額に対する割合は，５７．６％となってございます。 

 ２３ページ以降は，この８カ年の実績額１，６８２億に対しまして，各

地域の実績額を改めて再掲してございます。 

 恵山地域におきましては，最後の２６ページでございますが，実績額と

しましては約２１億ということで，計画学に対する割合で申しますと，こ

こには記載されておりませんが，約６７％ということになってございます。 

 資料の内容としましては以上でございます。最後に今後の進め方といた

しましては，本日，この資料の内容につきまして，質疑をいただきまして，

改めて次回３月の地域審議会において合併建設計画の変更素案をお示しす
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る際に，本格的にご議論をいただいた後，その議論を踏まえ，答申案を作

成いただきまして，来年４月中に決定していただきたいと考えております。 

 私からは以上でございます。 

 

 ただいまの説明について，何かご質問・ご意見等あればお願いします。 

 

   （委員から発言なし） 

 

発言がないようですので次へ進めさせていただきたいと思います。 

 

 

 

③地域振興全般に関する意見交換 

 

それでは，協議事項の③地域振興全般に関する意見交換に入ります。 

先に事務局からのご説明がございますので，お願いいたします。 

 

それでは，私の方から説明させていただきます。 

お手元の資料３地域会館の現状についてという２枚ものの資料をお配り

しておりますのでご覧ください。 

現在，東部４地域の地域会館がどのようになっているかという資料でござ

います。 

まず１番目ですが，①東部地区の地域会館についてということで，各地域

の町会数と地域会館数，それと指定管理で運営している費用について記載し

ております。 

４地域まとめますと３３町会で３９会館，年間約２，８００万円の費用を

要しているということでございます。 

会館の内訳につきましては，２ページ目に記載されておりますとおり，地

域ごとにまとめてございます。 

それで，恵山地域は合併の時に函館地域と違う形で整理されております。

②旧函館地域の町会館について記載がございますが，旧函館地域の町会館と

いうのは，町会の方々が市の補助金を使って建設し，町会が所有して自主運

営をしております。 

その市の建設費補助金というのは，１，０００万円を限度として，２分の

１補助となっており，１５７町会がございますけれども，そのうち１０５町

会が共同利用も含めて，１００の町会館を所有しているという現状となって

おります。 

東部地域と旧函館地域では，只今申し上げましたとおり，合併時点で整理

が行われず，従前のまま今日に至っているということでございます。 

２ページをご覧ください。そのような経過の中，市としましては各４地域
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鳴瀬委員 

に拠点となる施設の整備を進めて参りました。 

恵山地域で申しますと恵山コミュニティセンターが設置されております。 

椴法華地域では，椴法華総合センターが整備されておりまして，南茅部地

域におきましては，現在公民館が改築に着手しております。この公民館とい

う位置づけでは物販ができないとか，政治，宗教活動ができないなど，公民

館法の制約がございますので，工事の終了後には，公民館法の枠に入らない

ようにして，市民の皆さんの利用を促進できるように条例改正をしていく予

定になっております。 

なお，戸井地域につきましては，次年度以降にコミュニティセンターの整

備に着手されるという見通しが立っております。 

４地域にそれぞれ中核となるような施設が整備されるという目途が立っ

たことから，先ほども申しましたとおり，老朽化が進む地域会館を今後も市

としまして建て替えるなどして３９会館，年間２，８００万円の費用を維持

していくというのは，現在の市の財政状況から考えますと非常に厳しいもの

がございます。そういう中で今後，皆様方と協議を進めて参り，協議の整っ

たものから地域会館については，廃止していきたいと考えております。 

それで，協議を進めるにあたりましては，恵山地域は８町会に７会館とコ

ミュニティセンターということで，１町会１会館という感じになっておりま

すが，戸井地域と南茅部地域につきましては，１町会で複数会館があるもの

もございます。それで，この部分につきましては，平成２９年度までに１町

会１会館に整理しまして，他の会館を廃止します。その後，さらに廃止に向

けた協議を進めていくということでございます。 

それともう１点は，地域の事情を考慮しまして，既存の施設を一定の条件

のもとに，準拠点施設と位置付けることを検討していくことも考えておりま

す。この一定の条件というのは，４地域でそれぞれ不公平感のないように市

として整理して参りたいと考えておりますけれども，今，考えておりますの

は，例えば，拠点施設からの距離ですとか，その距離の地域にある住民の数

ですとかを考慮して準拠点施設として公共施設として位置付けることを検

討して参りたいと考えております。 

それから，廃止に至った会館につきまして，町会の方々が独自に所有運営

したいという意向が示された場合には，会館を無償で譲渡するということも

考えております。その際，敷地が市有地の場合，敷地の賃借料については無

償としていきたいと考えております。 

私からの説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの説明について，何かご意見ご質問等がございましたら発言をお

願いします。 

 

（地域会館を）町内会に譲渡してもらうとして，それを維持していくのは
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全部町内会員の会費で運営していただきたいということなのでしょうね？ 

 

はい，そういうことでございます。 

市としては，施設を廃止するにあたっては，施設の設置条例を廃止します。

このことにより市の管理ではございませんので，そのような事も含めまして

維持管理していただくということになりますけれども，ただ施設の改修等に

つきましては先ほど１ページの②でお示ししたとおり，改築等の内容が補助

金交付の基準に合致すれば，２分の１の補助金が１，０００万円を限度とし

て補助金をご利用いただけるという制度でございます。 

 

旧市内のように町会の規模が１，０００人を超える，もっと大きい町会も

ありますが，支所管内の町会はすべて小規模であり，それで（地域会館を）

維持していけると思いますか？ 

 

只今の委員のご質問についてですが，現状各地域会館の委託に関わってい

る費用等を見てみますと，これは仮定の話ですが，１町会概ね１００世帯と

しますと，各世帯で一ヶ月５００円程度ご負担いただくと会館にかかる光熱

水費は，まかなえると思っております。 

今申し上げましたとおり，皆様にも是非お考えいただきたいのは，町会を

再編しなさいとか申しませんけれども，会館の維持に一ヶ月５００円が負担

になるようでしたら，２町会で１会館をご利用いただくとか，今後皆さんが

町会館を自主運営されていく中では，そのような事も一つの考え方なのかな

と思っております。 

 

支所管内の地域会館でも，津波等の大きな災害が発生しても，安全なのは

尻岸内会館だけだと思います。そのような避難場所としてある場所について

も市としては一切補助等がないということですか。 

 

今，施設の整理に当たっては，先ほども申し上げましたとおり，準拠点施

設として残していくということも検討するということですから，今申し上げ

ました中で，市として残す場合は市有となりますので，その場合は市が費用

負担をして維持管理していくことになります。これにつきましては今後皆様

方と協議を進めていく中で話し合っていきたいと考えております。 

 

各会館について，市として残す会館と廃止する会館がでてきますよね。今

鳴瀬委員が発言した内容ももっともだと思うし，恵山地域では現在でも高齢

化が進んでいる状態であり，高齢により亡くなられる方も多くなっている。

現在，亡くなった方の葬儀で地域会館も使用しているわけですよね。その状

況から，地域会館がなくなれば，この地域で葬祭ができなくなり，葬祭のた

めに旧市内へ出なければならないことも考えられ，高齢者だけでなく若い世
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代にも負担が多くなる。単に人口の減少や費用の面だけで市として運営でき

ないから地域の会館を廃止していくということを簡単に言われても，住民に

すれば困ると思うのですが，その辺はどう考えているのですか。 

 

やみくもに廃止していく，全部廃止していくということではなく，先ほど

も申し上げましたとおり，地域の拠点となる施設として，コミュニティセン

ターも設置してきている訳でございます。そのような中で皆様の要望を聞き

ながら準拠点施設についても，検討していくということでございますから，

全く葬儀会場がなくなるということではございませんので，きちんとその辺

はこの地域で葬儀ができる様に考えて参りたいと思います。 

 

それはわかります。ただ，そのような事が実行されていくならば，コミュ

ニティセンターは日ノ浜町にありますよね。仮に日浦会館や御崎会館，柏野

会館が廃止された場合，コミュニティセンターに集約された形でしか利用で

きないということですよ。繰り返しになりますが，それでは高齢者が亡くな

った時など，若い世代に負担が大きくなるのではないですか？そういうこと

から，もう少し住民の近くに準コミュニティセンターのような施設を整備す

るとか残して，後の施設は廃止するということになるのだろうとは思います

が，そういうことまで考えてもらわないと，今後若者も少なくなって高齢者

が多くなるということも考えてもらわないと納得できるものではないと思

います。 

 

先ほどから支所長が，原則としてはいろんな形で（施設を）減らしていき

たいということを申し上げておりますが，ただ，特例といいますか，地域の

ニーズに応えていろいろな面で考えたいというお話をされているので，大吉

委員が言われるような形ではないのではないかと私は思います。 

市が施設を廃止するにしても，いろんな方面からの意見を調整しながら，

話を進めると思いますので，大吉委員が言われた若者の負担が増えるという

お話について，確かにそういった事は考えられるかもしれませんが，それで

あれば地域審議会の中でどのようにしたらよいのかということを話し合っ

てみてもよいのではないでしょうか。 

 

会長，そうは言いますが，先ほど支所長がおっしゃった施設の運営の方法

として，１００世帯で負担していきながら，３つ施設を廃止するということ

をおっしゃいましたよね。 

 

先ほど１００世帯と申しましたのは，ランニングコストを考えると１００

世帯ほどあると，１世帯あたり一ヶ月５００円程度の負担をしていただけれ

ば維持していけるのではないかという一つの案をお示ししたものでござい

ます。 
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はっきり言って準拠点施設として考えられるのは，恵山市民センター，コ

ミュニティセンター，尻岸内会館，この３つだと思います。 

支所長さん自身，このようなお考えは持っていらっしゃいますか。 

 

まあ，これから検討していくことではありますが・・・ 

 

いろいろとあるでしょうけれど，現実にある施設を活用しないということ

は考えてないはずですよね。 

 

それはもちろんそうです。（地域会館の件とは別ですが）今年６月に財務

部から公共施設のあり方に関する基本方針というのが示されまして，市役所

で庁内協議を行っております。これを取りまとめた結果が１１月に公表され

まして，市民からの意見を求めるパブリックコメントを実施する予定で作業

を進めております。 

その中では鳴瀬委員が発言された施設に関しましては，私どもとしては，

そのまま公共施設として維持していくという方向性で考えております。  

先ほど申しましたように準拠点施設としては，大吉委員からの発言にもあ

りましたとおり，偏った地域に拠点施設があるということにならないよう

に，皆さんとも協議しながら，どこを残したらよいのかという事なども検討

していきたいと思っております。 

しかし，これは恵山地域だけでなく他の支所地域も関係することでありま

すので，不公平感が生まれないように考えて参りたいと考えております。 

 

市有財産を町会等に譲渡する場合，町会の法人化の必要性は生じないか。 

 

認可地縁団体という位置付けのお話だと思いますが，町会館に関して申し

上げますと，旧市内の例では認可地縁団体の資格を取得しなくても町会館を

町会が所有している例が多数ございますので，必ずしも町会が認可地縁団体

の資格を取得しなくても譲渡は可能と考えております。 

一例を申しますと，町会役員の連名による取得ということもございます

し，町会長さんの名前で取得している会館も旧市内ではございます。登記に

関しましては，第三者に対する対抗要件でありますから，甲乙双方において

引き渡しが行われれば，その方の所有であると確認できますので，双方で引

き渡し書を取り交わせば良いと思います。市の場合は，市長名で譲渡される

町会側は町会長名か町会役員の連名になると思います。いずれにしろ今後お

話を進める上での話ではありますが，必ずしも認可地縁団体にならなくても

可能だと考えております。 

 

施設の譲渡が決定した場合，譲渡前に施設を整備する可能性はあり得るの
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でしょうか。 

 

市として廃止の方向が決定されてしまうと，町会に対しての予算化という

のは難しいと思いますので，施設に不具合があるのであれば，早めにお話い

ただき対処していくことが大切だと考えております。 

また，その時に集中して各施設から要望が出されましても予算に限りがあ

るため，全てに応える事は困難になると思いますので，市から町会等へ譲渡

する際には，利用に関して支障のないように整備した上で，引き渡ししたい

と考えておりますので，地域会館に不具合が生じているようであれば，今か

らお申し出頂きたいと思います。 

すぐには対応できないかもしれませんが，なんとか対応していきたいと思

います。 

 

これは要望ですが，今支所長がお話になった内容を早めに町会にも伝えて

いただきながら，また財政担当とも協議の上，良い方向に進めていただきた

いと思います。 

 

他に，ご意見等がございますか。 

 

（委員から「なし」の声） 

 

次に地域振興全般に関してご意見等がございましたらお願いします。 

 

旧古武井小学校グラウンドに太陽光発電のソーラーパネルが設置されて

いるが，発電量などの資料があれば教えて欲しい。 

 

函館市内の某企業が，ソーラーパネルを設置して，２０年計画で北海道電

力に全て売電する内容の太陽光発電事業を実施しております。旧古武井小学

校のグラウンドは元々学校敷地ですので教育委員会が所管しておりました

が，今回の件に関しまして経済部に所管を変更し，経済部から企業に対して

貸付しております。発電の規模など詳細な資料につきましては，後日資料を

お示ししたい。 

 

 

議題（３）その他 

①公共交通のあり方について 

 

議題（３）その他の①公共交通のあり方について，企画部から説明をお願

いたします。 
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企画部計画推進室政策推進課長の手塚でございます 

私の方から公共交通のあり方につきましてご説明させていただきますが，

本件につきましては，前回の審議会におきまして，現況や考え方をお示しし

ながら，ご意見を伺いたいとしておりましたもので，現段階では具体的な考

え方はお示し出来ませんけれども，これまでの検討報告と今後のスケジュー

ルなどをご説明させていただきます。 

それでは，お手元の「公共交通のあり方検討」という資料をご覧いただき

たいと思います。 

まず，背景・目的について，バスや市電などの公共交通は，市民の日常生

活に欠かすことのできない移動手段でありますが，利用者数は年々減少傾向

にあり，その維持・確保が困難な状況にあることから，市では，将来にわた

って持続可能な公共交通体系に関する総合的な計画を策定するとしており

まして，現在，市や交通事業者などで構成いたします函館市生活交通協議会

で検討を進めている状況でございます。 

次に利用者数の推移でございますが，グラフで表記させていただいており

ますが，路面電車では昭和５０年の約２，４６０万人から平成２２年には約

５８０万人。路線バスでは昭和５０年の約３，７５０万人から約６９０万人

と，いずれも大きく減少している状況にございます。 

次にこれまでの検討経過について，昨年１２月から本年２月にかけまして

市民や通勤通学者に対しアンケートを実施いたしました。本年７月には国の

補助金を活用しまして，現況調査を実施しております。 

さらに８月には生活交通協議会におきまして，課題と検討の方向性につき

まして協議を行っているところでございます 

今後のスケジュールにつきましては，まず１１月に目指すべき将来像，具

体的な推進施策等の検討協議を行いまして，来年２月に地域公共交通総合連

携計画の素案を策定し，議会やパブリックコメントを踏まえながら，３月に

は成案化したいと考えております。 

なお，皆様には２月の素案策定後に何らかの形でお示しできればと考えて

いるところでございます。 

次にどのような視点で協議しているかということについて，資料の２枚目

をご覧ください。 

まず，生活交通協議会ワーキンググループの内容でございます。これは公

共交通の課題と検討の方向性をまとめたものでございまして，点で書かれて

おりますのが出された意見等でございます。それを逆三角形で書いているの

が検討の方向性となっております。それらを「路線網について」「利用環境

について」「走行環境について」「新しい需要の創出について」の４つのカ

テゴリーに分けてございます。 

東部地区で申しますと，「路線網について」の中に東部地区のバス路線の

統合・再編という項目がございまして，出された意見としましては，①東部

地区は路線バス利用者が少なく，路線距離も長いことから維持負担が大きい
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②路線バスとスクールバスや病院患者送迎バスなどの目的型バスの路線が

混在しているという点が課題として挙げられております。 

次に３ページ目をご覧ください。これはアンケート調査の結果でございま

して，路線バスや市電を利用しやすくするために改善が必要だと思うことは

何ですか。という問いに対しまして，多かったのが，わかりやすい路線にす

るということでございます。次に多かったのが，運行本数を増やすというこ

とでございました。 

東部地区におきましては，４ページ目にございますが，運賃を安くすると

いう回答が１６パーセントと一番多かったところでございます。 

最後に，現況調査における東部地区の公共交通等の状況でございますが，

Ａ３版の資料をご覧ください。 

青が路線バス，黄色が通学バス，赤が病院バスで表記しているものでござ

います。これを見ておわかりかと思いますが，重複区間が地域において見ら

れるところでございます。現在このような現状や課題を踏まえながら協議検

討を行っているところでございまして，今後は先ほどご説明申し上げました

スケジュールに基づきまして，将来にわたって持続可能な公共交通に関する

計画を策定してまいりたいと考えているところでございますので，宜しくお

願いいたします。雑ぱくな説明で恐縮ですが，以上で説明を終わります。 

 

ありがとうございました。 

只今の説明について何かご質問ご意見等ございますか。 

 

（委員からの発言なし） 

質疑がないようですので，次に進みます。 

 

 

②函館国際水産・海洋都市構想の取り組み状況について 

 

②函館国際水産・海洋都市構想の取り組み状況について企画部から説明を

お願いいたします。 

 

それでは，私から函館国際水産・海洋都市構想の取り組み状況についてご

説明させていただきます。 

お手元の資料をご覧ください。内容といたしましては，現在建設中の函館

国際水産・海洋総合研究センターの整備の概要と，１０月１日に決定しまし

たその研究センターの研究室使用者について，そして昨年度から進めており

ます海洋エネルギー利用への取り組み状況の報告といたしまして，今年度汐

首岬で実施しております海洋エネルギー・ポテンシャル基礎調査について，

説明させていただきたいと思います。 

資料の２枚目をご覧ください。 
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函館国際水産・海洋総合研究センターという資料の表紙の部分でございま

すが，この施設は函館市弁天町の旧函館どっく跡地で現在工事を進めており

ますが，このセンターは水産・海洋に関する研究につきまして，大学や水産

試験場といった研究機関と，民間企業が一つの建物の中に入居し，交流や連

携を図りながら研究活動に取り組め，また，調査研究船が接岸出来る埠頭や

海水を利用できる水産海洋分野の研究施設でございます。 

工事は来年３月末に完了し，２ヶ月間の準備期間を経まして，６月に供用

を開始する予定となっております。 

資料の３枚目をご覧ください。 

入居者につきましては，研究室使用者と申しますが，１０月１日に８団体

を決定しており，函館水産試験場は，現在の湯川町からこちらの施設に移転

する予定となっております。これまで通りの取り組みの他に今後昆布などの

海草の研究も強化していくと聞いております。 

次の株式会社グリーン＆ライフ・イノベーションは，人工衛星からのデー

タを活用して，イカなどの漁場予測システムの研究開発に取り組んでおり，

北大水産学部の先生が設立した会社でございます。 

公立はこだて未来大学のマリンＩＴ分野は，海洋観測センサーの研究など

海における情報技術の研究に取り組んでおります。 

共和コンクリート工業株式会社の海藻技術研究所は，本社は札幌市にござ

いますが，函館市内にも自社の研究施設を持っております。 

さらにこのセンターで海藻を増やす研究などに取り組んでいく予定と聞

いております。 

株式会社エコニクスは，本社が札幌市で，磯焼け対策の技術やマリンＩＴ

といった分野に取り組んでいる企業でございます。 

北海道大学の北方生物圏フィールド科学センターは，水産生物の行動や資

源量の把握などの研究に取り組んでいるところでございます。 

北海道大学大学院の水産科学研究院は，水産海洋の幅広い分野の研究に取

り組んでいる大学でございます。 

株式会社ソニックは，本社は東京にございまして，高性能の魚群探知機の

開発に取り組んでいる企業でございます。 

次に配置図をご覧ください。 

中央にある施設の本館の前面には，将来的に延長５００メートルの埠頭が

完成する予定でありますが，来年の供用開始時には２５０メートルの埠頭が

完成する予定となっており，北大のおしょろ丸，うしお丸，函館水産試験場

の金星丸といった，研究調査船が接岸できるようになっております。 

施設の本館につきましては，１階と２階が基本的な建物となっており，研

究室やその他入居者が共同で研究する共用実験室スペースがございます。 

また研究者の水槽を設置するスペースもあり，実験用の水槽については，

基本的に研究者が持ち込むことになっておりますが，施設といたしまして，

水深が６．５メートルで３００トンの海水を入れることができる大型実験用
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水槽が１基ございます。これは水流を発生させることが装置を装備し，一般

の来館者の方も玄関ホール側からこの大型水槽の中を見学出来ることがで

きますし，４階には展望ロビーというスペースもございます。 

また，調査研究船が主に利用します海洋調査研究棟が埠頭に隣接した位置

に配置されております。 

来年６月に供用開始予定ですが，是非センターオープンの際には，市民の

皆様にも訪れていただきたいと考えておりますし，今後，漁業や海に関する

課題解決や沿岸地区の活性化に役立っていける施設になればと考えており

ます。以上で研究センターの説明を終わります。 

続いて，資料の最後のページをご覧ください。 

海洋エネルギー・ポテンシャル基礎調査について説明させていただきたい

と思います。この調査は流れが速いと言われております津軽海峡に着目いた

しまして，海流発電などエネルギーの利用の可能性について検討していくこ

ととしており，検討を進める上で必要となります年間を通じた流れの速さと

流れの方向の実測調査と，データ解析を行うものでございます。この調査は

海洋工学の先生がおります函館高専に委託しておりまして，戸井漁協のご協

力も得まして，汐首岬周辺の沖合約８００メートル，水深約２６メートルの

海底に，超音波式ドップラー流速計を設置して計測しております。 

１回の計測で１ヶ月の期間を，年３回計測することとしております。 

１回目の調査につきましては，最大流速が秒速で約２メートル，ノットに

換算いたしますと約４ノットでございました。 

２回目の計測につきましては，１０月１９日から約１ヶ月間の期間設置し

ておりまして，その後１２月中旬に設置・計測する予定となっております。 

海洋エネルギー利用につきましては，まだまだ，研究開発が進んでいない

分野でございますので，今後も漁業関係者の皆様ともご相談しながら将来的

には，冷凍庫や製氷施設など，漁業に役立つエネルギー利用について今後地

域の取り組みとして検討を続けて参りたいと考えております。 

以上で説明を終わります。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの説明についてご質問やご意見等がございますか。 

 

（委員から発言なし） 

 

 

③高齢者等入浴優待事業について 

 

続いて協議事項の③高齢者等入浴優待事業について，保健福祉部から説明

をお願いいたします。 
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保健福祉部参事の桐澤でございます。私の方からは旧市内にございます老

人福祉センターの有料化，および東部４地域の高齢者等入浴優待事業の見直

しについてご説明させていただきます。 

保健福祉部におきましては，受益者負担適正化の観点から，旧市内の老人

福祉センターの有料化の検討を進めるのに併せまして，東部４地域の高齢者

等入浴優待事業につきましても全市的な観点から総合的な見直しの検討を

進めてきたところでございます。 

前回の地域審議会におきまして，保健福祉部としての考え方をご説明申し

上げ，できれば来年４月から見直しをさせていただきたいとお話をいたしま

したが，その後１０月１日に国におきまして来年４月から消費税を８パーセ

ントに増税すると決定がされたほか，今年９月からは電気料金の値上げが実

施されました。また円安による燃料費や食料品の値上げなどがございました

ことから，旧市内の老人福祉センターの有料化，および東部４地域の高齢者

等入浴優待事業の見直しにつきましては先送りとし，当面は現行のままとさ

せていただくことといたしました。 

繰り返します。 

来年４月に予定していた見直しの時期を先送りとすることといたしまし

た。 

実施時期につきましては，改めて検討して参りたいと考えております。 

これまで貴重なご意見をいただきましたことに対しまして感謝申し上げ

ますとともに，このたびお騒がせいたしましたことについてお詫び申し上げ

ます。以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

只今の説明についてご質問ご意見等ございますか。 

 

先送りということですが，考え方として見直しの際には年齢の統一も必要

ではないか，６０歳からだと，もう少し出してもよいですよという人も結構

いらっしゃいますし，ただ見直しによっていきなり大幅に値上げとなるとこ

れも大変だという方もいらっしゃいました。 

今の高齢者は自動車運転免許も取得されていますし，ある程度市内で統一

していただいた方が，どこへ行っても同じ料金という方が将来的に良いと思

います。実施は先送りということですが，市役所でそのような考え方を集約

して検討していくというのはどうだろうか。 

 

年齢の考え方ですね。私どものいろんな方面と懇談を重ねまして，年齢の

統一というのは，委員からご意見のありましたとおり統一したほうがよろし

いのでしょうし，また高齢者という考え方について６０歳というのはどうな

んだろうというのも大半のご意見でございました。そのような中で検討を進

めて参りましたけれども，旧市内の老人福祉センターは現行でも６０歳以上
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の方だけが利用している。これを６５歳以上の人に利用を制限してしまいま

すと，（実施に向けては）やはり相当のハードルがあるのだろうなと。 

一方，高齢者は６５歳以上だという考え方により，私どもとしましては実

態調査も行いました。 

確か，前回の恵山地域審議会でのお話だったと思いますが，６５歳以上に

してはどうかというお話の中で，旧盆開けに調査を行いますとお答えしたと

思います。その結果利用者のうち，６０歳から６４歳までの方が６パーセン

トほどいらっしゃいました。 

そのような調査結果も踏まえまして，今回は６０歳以上で一人１００円を

いただくことで提案したのですが，結果として先送りということにさせてい

ただきました。今後改めて実施時期を検討する中で，更に年齢についても重

ねて検討して参りたいと考えております。 

 

 他にございますか。 

 

 先ほどの公共交通のあり方の検討について，路線バスといろんなバスの経

路が重複していると言うのですが，でも今函館バスで一番多いのは，高校生

の通学だと思います。それと旧市内の病院へ通院する人だと思います。 

 その人たちは途中で下車することなく旧市内まで乗車していますよね，ま

さか病院送迎バスで途中まで行って，そこから路線バスに乗り換えるという

ことではないと思います。だから重複しているからどうだというものではな

いと思います。路線バスと病院送迎バスや保育園児の送迎バスなどいろいろ

ありますけど，それが重複しているからそれのうちどれか一つを廃止してい

いかということはないと思います。  

 

 路線が重複しているからどれかやめていいとは思わないというご意見で

すが，私どもといたしましても通学バスとか実態を調査してそれを踏まえな

がら将来にわたって持続可能な交通体系を検討して参りたいと考えており

ますのでご理解いただきたいと思います。 

 

 他にございますか。 

 

 市の事業ではなく北海道の事業なのですが，女那川町内会から産業建設課

の大野課長にお願いした，尻岸内川の堆積土砂除去の件について，来年度に

事業が実施される見込みなのかお聞きしたい。 

 

 尻岸内川の河川維持について，８月下旬に女那川町内会から要望書の提出

があり，その要望書を渡島総合振興局函館建設管理部の河川担当へ提出して

おります。その中で，函館建設管理部としても恵山支所管内の尻岸内川と古

武井川について，注視してパトロールなどを実施しているとのことです。 



 - 22 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東福会長 

 

 

 

 

東福会長 

 

 

 

東福会長 

 

 

 

 

 

 

東福会長 

 尻岸内川については，上流から多くの土砂が流れてきており，古武井川よ

りも土砂が堆積している状況であります。 

また，下流域には女那川，川上両町に住家が多いことや，過去の状況も踏

まえると，危険な状況もあり得ることから，ここ数年においては，樹木の伐

採や土砂の一部除去が実施されてきております。 

今後も，道におきまして一定の予算は確保しておりますが，予算枠自体が

大きくないため，取り急ぎ台風時期を過ぎた秋の時期に，優先順位を考慮し

ながら，尻岸内川については，優先順位を上位に位置づけ，先行して対応し

てまいりたいという事でございますので，今年度につきましても，年度末に

おいて一定程度の事業が実施され，次年度以降もそのような形で事業が実施

されるものと考えております。 

事業の実施に際しましては，女那川町内会やえさん漁協などとも協議して

参りたいと考えております。 

 

他にご意見ご質問等ございますか。 

 

（委員から発言なし） 

 

 

 最後に，地域振興全般について何かございますか。 

 

（委員から発言なし） 

 

以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

次回の開催は，３月を予定しております。 

 日程，議題内容については，正副会長に一任願いたいと思いますが，よろ

しいでしょうか。 

 

（委員一同，「はい」の声） 

 

以上で平成２５年度第２回函館市恵山地域審議会を終了いたします。 

 

５ 閉 会（１２時０５分） 


